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ははじじめめにに  

 

 

 

 経済同友会は、小林陽太郎前代表幹事のイニシアティブ

により、2003年３月に第15回企業白書『「市場の進化」と社

会的責任経営－企業の信頼構築と持続的な価値創造に向

けて』をとりまとめた。その主題は「企業の社会的責任

（ＣＳＲ; Corporate Social Responsibility）」であり、2000年

12月に発表した『21世紀宣言』における「市場の進化」1と

いうコンセプトを具体化するため、社会と企業の持続的な

相乗発展をめざす「社会的責任経営」の実践を提唱するも

のであった。 

 

 同白書は、21世紀の経済社会の姿を展望しながら、企業のあるべき姿やＣＳＲの本

質を論じているが、議論の段階から一刻も早く実践の段階に移るべきであるとの認識

の下、社会的責任経営の実践を促進するツールとして、経営者によるセルフチェック

（現状評価と目標設定）に主眼を置いた「企業評価基準」を提唱した。 

 

 これを受けて、2003年４月に就任した北城恪太郎代表幹事による新しい体制の下で、

「社会的責任経営推進委員会」（桜井正光委員長）が設置され、同委員会が中心となっ

て、会員所属企業に対してこの「企業評価基準」を用いた自己評価を呼びかけた。 

 

 本報告書は、その回答データの分析結果をとりまとめたものであり、日本企業のＣ

ＳＲに関する取り組みの平均像を明らかにし、特徴的な事例を紹介したものである。

この「企業評価基準」は、評価項目が全110項目と多肢にわたり、しかも具体的数値や

取り組みを記入するものや、トップの最終判断を必要とする目標設定があるなど、作

                         
1
  「市場の進化」＝市場が「経済性」のみならず「社会性」「人間性」を含めて評価するように進化す

れば、社会の期待と企業の目的とが市場のメカニズムを通じて自律的に調和が図られるようになり、企

業も市場の評価を受身で捉えるのでなく、市場の進化に向けて市場への働きかけを行い、積極的にイニ
シアティブを発揮すべきであるという考え方。 

z 経済同友会は、第15回企業白書で「社会的責任経営」の実践を提唱。 

z その実践を促進するツールとして、経営者によるセルフチェック（現状評価と目標設定）に

主眼を置いた「企業評価基準」を提唱。 

z 本報告書は、会員所属企業の自己評価結果を集計・分析。日本企業のＣＳＲに関する取

り組みの平均像や特徴的な事例を紹介。 

z 2003年はＣＳＲをめぐる国内の動きが大きな高まりを見せた１年。今後問われるのは、ＣＳ

Ｒをいかに持続的な成果（市場の評価や継続的な価値創造）に結び付けるかの「結果」。 

z 第15回企業白書から始まった自己評価の取り組みを、今後も継続的に実施、発展。 
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業には大変な労力を要するものであったにもかかわらず、最終的に229社（回答率

26.1％）から回答を得ることができた。ここに、ご協力いただいた会員各位、並びに

作業に携われたご担当者各位に対して、深甚の謝意を表したい。 

 

 企業白書の発表前後から今日に至るまでの道のりをあらためて振り返ると、2003年

は「日本におけるＣＳＲ元年」と称されるように、ＣＳＲをめぐる国内の動きが大き

な高まりを見せた。こうした動きと相俟って、第15回企業白書は各方面から大きな反

響を得ることができた。その意味で、ＣＳＲの本質をあらためて世に問い、社会的責

任経営の実践に向けて経営者や企業の意識向上を図るという第１段階は、成功裏に展

開できたと思われる。 

 

 次の段階では、企業がＣＳＲをいかに経営理念や戦略の中に位置付け、それをいか

なる仕組みで実行に移し、いかに持続的な成果（市場からの評価や継続的な価値創

造）に結び付けていけるかという「結果」が問われることになる。それは、単に仕組

みづくりに終始しているだけで達成できるものではなく、また、優先順位を付けずに

あらゆる分野を網羅しようとしても、成果には結び付いていかないだろう。 

 

 その意味で、各企業が各々の明確な理念と戦略を持ち、社会的責任経営に向けた独

自のイノベーションにいち早く挑戦していくことが必要であり、それによって一つで

も多くのベスト・プラクティスが積み重なることを期待したい。その一助となるべく、

経済同友会でも「企業評価基準」を用いた自己評価・目標設定のプロセスをさらに実

用的なツールへと進化させていく予定である。 

 

 同時に、国際社会においてＣＳＲについてのグローバルな共通認識が形成されつつ

ある中で、こうしたグローバルな問題意識に対する国内の関心を高める一方、いかに

わが国の考え方を発信していくかということも今後の課題となろう。ＣＳＲは欧米発

という見方があるが、それは消費者やＮＧＯなど社会からの圧力によって広まった昨

今の“ＣＳＲ”である。経済同友会では、戦後一貫して「企業の社会に対する責任」

を中心テーマの一つに据え、経営者自身が経営のあり方を追求してきた。こうした経

営者発の哲学・理念をベースに、日本企業の取り組みや考え方を体系化・再整理して

いけば、欧米に優るとも劣らないメッセージを発信していけるものと確信している。 

 

 いずれにせよ、2003年３月の第15回企業白書から始まったこの取り組みを、継続的

に実施、発展させていくことによって、「社会的責任経営」を21世紀の経済社会におけ

る持続可能なビジネスモデルとして定着させ、社会と企業の相乗発展をめざす道筋を

示していきたいと考えている。 

 

2004年１月 
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第第１１部部（（総総論論））  

第第1155回回企企業業白白書書ととそそのの後後のの展展開開  
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１１．．第第1155回回企企業業白白書書でで提提唱唱ししたたＣＣＳＳＲＲ  

 

 

（１）企業の社会的責任（ＣＳＲ）とは 

   －企業と社会の相乗発展を図る経営のあり方 

 

 

 

 経済同友会では、2003年３月に発表した第15回企業白書において「社会的責任経

営」の実践を提唱した。それは、様々なステークホルダー（顧客、株主、従業員、将

来の世代、地域社会など）を広く視野に入れながら、企業と社会の利益をその時代の

社会ニーズを踏まえて高い次元で調和させ、企業と社会の相乗発展を図る経営のあり

方である。 

 

 例えば、環境保全や環境に配慮する製品・サービスの開発を積極的に行うことによ

って、それらが直ちには利益に結び付かなかったとしても、消費者の環境意識の変化

を促し、やがてはそれがコスト削減やビジネスチャンス拡大につながり、先行して培

った技術力やブランド力が企業の競争力となる。 

 

 あるいは、性別・年齢・国籍にかかわらず多様な人材を登用し、従業員が働きやす

く、意欲が高まるような環境や制度をつくることによって、少子高齢化社会や自立し

た個人を基本とした社会における雇用のあり方を企業側から率先して提示していけば、

それが優秀な人材を継続的に確保することにもつながる。 

 

 こうした意味で、ＣＳＲは単に社会貢献やコンプライアンス（法令等遵守）のレベ

ルにとどまらず、事業の中核に位置付けるべき「投資」なのである。 

 

 現在、「ＣＳＲ」への関心が急速に高まる中で、自社の取り組みをどう考えていくか

について検討を始めた企業も増えている。その際、ＣＳＲがフィランソロピーやメセ

ナといったいわゆる「社会貢献」とは少し次元が違うという認識は広がった。しかし、

ＣＳＲの義務的側面が過度に強調され、「コンプライアンス（法令等遵守）」に近い捉

え方が広がっているように思われる。 

 

z 「社会的責任経営」とは、様々なステークホルダーを視野に入れながら、企業と社会の利

益を高い次元で調和させ、企業と社会の相乗発展を図る経営のあり方。 

z ＣＳＲは単に社会貢献やコンプライアンスのレベルにとどまらず、事業の中核に位置付ける

べき投資であり、将来の競争優位を獲得しようという能動的な挑戦。 

z 企業の取り組みが規則や仕組みづくりに終始するのではなく、先見性のある創造的な取り

組みによって企業の活力を生み、社会に好影響を与えていくような展開になることに期待。
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 確かに、企業不祥事などが頻発する度に、「企業の社会的責任」を問う声があがる。

こうした社会からの批判が、企業の存続そのものを脅かすケースが増えており、将来

のリスク要因を低減させるために、コンプライアンスや危機管理の体制を整備するこ

とがＣＳＲの重要な要素であることは否定できない。しかし、企業にとってＣＳＲが

より重要な意味を持つのは、そうした「受動的」な対応よりも、未だ顕在化していな

い社会のニーズや価値観を積極的に企業活動に反映させることによって、将来の競争

優位を獲得しようという「能動的」な挑戦なのである。 

 

 ＣＳＲに関する動きが盛り上がろうとしている今こそ、このようなＣＳＲの持つ

「能動的」な側面をあらためて指摘したい。今後の企業の取り組みが、「受動的」な観

点から規則や仕組みづくりに終始するのではなく、先見性のある創造的な取り組みに

よって企業自身の活力を生み、同時に社会に好ましい影響を与えていくような展開に

なることを期待するからである。 

 

 

（２）経済同友会がＣＳＲを提唱する意味 

   －「市場の進化」への企業のイニシアティブ 

 

  

 

 経済同友会がＣＳＲの重要性を指摘しているのは、単に昨今の流行であるからとか、

企業不祥事の頻発を受けた対応ではない。その背景にあるのは、21世紀においてめざ

すべき社会の姿を展望する中で辿り着いた「市場の進化」というコンセプトと、「企業

の社会に対する責任」を長年にわたって議論してきた経済同友会の議論の蓄積である。 

 

 「市場の進化」とは、2000年12月に発表した『21世紀宣言』で提唱したコンセプト

であり、市場が「経済性」のみならず「社会性」「人間性」を含めて評価するようにな

れば、市場メカニズムを通じて、企業の目的と社会の期待が自律的に調和する、とい

う考え方である。その実現のためには、企業自身も市場の評価をただ受け身で捉える

のではなく、「市場の進化」に向けて積極的にイニシアティブを発揮することを求めて

いる。 

 

 他方、終戦直後の設立以来、経済同友会では個人の資格で参加する経営者が「一企

z 「市場の進化」とは、市場が経済性のみならず社会性・人間性を含めて評価するように進

化すれば、市場メカニズムを通じて、企業の目的と社会の期待が自律的に調和する、とい

う考え方。 

z 経済同友会では、「市場の進化」のコンセプトを踏まえつつ、今後の企業経営のあり方とし

て「社会的責任経営」を提唱。 

z 欧米のＣＳＲが主として消費者やＮＧＯなど社会からの圧力で推進されているのに対し、わ

が国では社会の圧力が相対的に弱い中、経済界が議論を先導。 
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業や特定業種の利害を超えた幅広い先見的な視野から、国内外の経済社会の諸問題に

ついて考え、議論し、提言し、実践する」という伝統の中で、長年にわたり「企業の

社会に対する責任」を主要テーマの一つに掲げてきた。こうした流れの延長線の中で、

上記の「市場の進化」というコンセプトを踏まえつつ、「企業は社会に対して何をもた

らすために存在するのか」という命題に立ち戻りながら、あらためて今後の企業経営

のあり方を提示したのが、「社会的責任経営」であった。 

 

 欧米で議論されている今日的な意味での“ＣＳＲ”は、主として消費者やＮＧＯな

ど社会からの圧力が推進の原動力になっている。これに対して、わが国ではむしろ経

営者や企業関係者の間でＣＳＲの議論が盛り上がっている。わが国において社会から

の圧力が相対的にまだ弱い中で、経済界がＣＳＲの議論を先導していることが、逆に

欧米の専門家の間で注目を集めているという。 

 

 我々は、「『市場の進化』へのイニシアティブ」という観点から、企業側から社会に

対して新しい価値観を働きかけることを重視し、経営者の立場から企業の持続的な発

展を考えるとともに、より良い社会の実現をめざしている。こうした経営者の視点こ

そ、欧米とは違う「日本的ＣＳＲ」のアプローチを考える上で、一つの示唆になるの

ではないだろうか。 

 

 

（３）「企業評価基準」を用いた自己評価のプロセスと今後の展開 

 

  
 

 「経営者自身が率先して実践する」という意味で、第15回企業白書では経営者のセ

ルフチェックを主眼に置いた「企業評価基準」を提唱した。それは、①経営者自身に

よる自己評価であること、②現状評価だけではなく、概ね３年後を想定した目標を設

定し、経営者のコミットメントとして示すものであること、③一定の基準で画一的に

評価するのではく、企業の多様な取り組みを発掘・評価していくものであること、な

どの点で、従来からある企業評価・格付機関の評価基準とは一線を画すものであり、

他にはないユニークなツールとなっている。 

 

 この評価基準は、大きく５分野（市場、環境、人間、社会、コーポレート・ガバナ

ンス）にわたる110項目から構成されている。現段階ではまだ試作版という位置付けで

z 第15回企業白書において、経営者のセルフチェック（現状評価と目標設定）に主眼を置い

た「企業評価基準」を提唱。 

z この評価基準は、大きく５分野（市場、環境、人間、社会、コーポレート・ガバナンス）にわた

る110項目から構成。 

z 本報告書では、会員所属企業の自己評価結果を分析し、日本企業の取り組みの平均像

や特徴的な事例を紹介。今後も評価項目の見直しや方法論の精緻化を進める予定。 
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あるが、本報告書の第２部以降では、会員所属企業が実際にこの評価基準を用いて実

施した自己評価の結果を分析し、日本企業の取り組みの平均像や特徴的な事例を描き

出した。この結果をあらためて「気づき」のツールとしていただきながら、今後の取

り組みの方向性や重点分野の検討に少しでも役立てていただければと考えている。 

 

 また、今回の結果なども考慮に入れながら、より経営に役立つツールとすべく、評

価項目の見直しや方法論の精緻化を進め、実施の対象も会員所属企業から日本企業全

体へと広げていく予定である。 

 

 

（参考）評価の体系（図） 

 

 

 

 

 

 
評価の視線 

 

顧客 

株主 
取引先 

競争相手 

 
 

今日の世代 

将来の世代 

 
 

従業員 

経営者 

 
 

地域社会 

市民社会 

国際社会 

 

経営者のコミットメント 

目標設定 

市場                            仕組み  成 果 

環境                            仕組み  成 果 

人間                            仕組み  成 果 

社会                            仕組み  成 果 
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２２．．ＣＣＳＳＲＲををめめぐぐるるいいくくつつかかのの論論点点  

 

 

（１）ＣＳＲの定義と範囲について 

   －各企業のＣＳＲは独自の理念・戦略で考えるべきもの 

 

 

 

 「ＣＳＲ」への関心の高まりとともに、「ＣＳＲとは何か」ということがあらためて

議論されている。ＣＳＲが単に社会貢献やコンプライアンスにとどまらず、非常に広

範な分野の内容を含むものであることは広く認識されつつあるが、一体どこまでＣＳ

Ｒに含めればいいのか、あるいはどの分野が重点分野となるのか、といった問題につ

いては、それを語る立場によって様々である。究極的に考えれば、「ＣＳＲとはまさに

企業経営にかかわる責任全般であり、あえてＣＳＲと言う意味があるのか」という疑

問にも行き着く。 

 

 第15回企業白書では、「企業の社会に対する責任」として、ＣＳＲに含まれる可能性

がある項目を大きく「市場」「環境」「人間」「社会」の４分野に大別し、さらにＣＳＲ

をより高いレベルで果たし続けるための哲学と仕組み、すなわち「コーポレート・ガ

バナンス」をも含めたものを、社会的責任経営の構成要素として提示した。しかし、

その具体的項目については、今後とも経済や社会の変化に応じた見直しが必要であり、

また、これらの項目をすべて万遍なく果たさなければならないということでもない。

我々としては、各企業にとってのＣＳＲはそれぞれが独自の理念や戦略によって範囲

を定め、優先順位をつけていくべきである、というスタンスをとっている。 

 

 また、国際的に見ても、文化的背景や経済社会の発展段階の違いによってＣＳＲの

意味や範囲が異なるため、グローバルな議論の場で考え方の違いも浮き彫りになって

いる。欧米を中心にＣＳＲの国際標準化の動きがある一方、「日本的ＣＳＲ」の可能性

を模索するなど、地域の特殊性を強調する動きもある。その場合、「日本的ＣＳＲ」が

果たして存在するのか、という問いかけも提起されている。この点に関しては、さら

に国内外の専門家や実務家との議論が必要になってくるだろう。一つの可能性として

は、先に述べたとおり、わが国のＣＳＲの議論が主として経営者側から出ているとい

う点に着目し、これまでの日本社会の中で培われてきた“ＣＳＲ”的な経営哲学を普

遍化して提起していくことも考えられる。 

z ＣＳＲは非常に広範な分野の内容を含むものであるが、各企業にとってのＣＳＲはそれぞ

れが独自の理念や戦略によって範囲を定め、優先順位をつけていくべきもの。 

z 国際的に見ても、文化的背景や経済社会の発展段階の違いによってＣＳＲの意味や範囲

が異なる。日本社会の中で培われてきたＣＳＲ的な経営哲学を普遍化して提起していくこと

も必要。 



9 

（２）ＩＳＯによるＣＳＲ国際規格化について 

 

 

 

 わが国において、各企業がＣＳＲへの関心を高めている理由の一つに、ＩＳＯ（国

際標準化機構）によるＣＳＲの国際規格化への動きが加速していることがある。2001

年４月のＩＳＯ理事会において、「品質」「環境」に次ぐ規格として「ＣＳＲ」の可能

性を探ることが正式に決定し、2003年３月の理事会では検討すべき課題を盛り込んだ

テクニカル・レポートを作成することが決定された。 

 

 これを受けて、2004年春頃までにその原案となるワーキング・レポートが作成され

る予定であるが、わが国では経済産業省を中心に、これまでのＩＳＯ規格が欧州主導

で進められてしまったという反省から、わが国独自の規格（ＪＩＳ）づくりを先行さ

せ、それをＩＳＯの議論の場に反映させようという動きが加速化している。 

 

 ＣＳＲが「規格」に馴染むものなのかどうかについては、「規格」という言葉から受

ける誤解も含めて、わが国でも賛否両論がある。ＣＳＲの定義や範囲が明確ではない

現時点で、規格化するのは時期尚早ではないかという意見がある一方で、このまま欧

州主導で規格化が進展してしまっては、わが国の企業にとって不利なものとなってし

まうという危機感も強い。 

 

 「規格」という言葉には、厳格な規則やルールというイメージがあるが、その性格

はまだ定まっておらず、今後ＩＳＯの場で大きな争点となるだろう。また、規格化実

施のタイミングの問題もある。 

 

 性格付けの論点については、次の２つが争点となっている（注：例として挙げたものは、

それぞれの案の特徴を明確にするためのものであり、実際のものとは異なる）。 

 

 

 

 

 

 

 

z ＩＳＯによるＣＳＲの国際規格化への動きが加速化。規格の是非、その性格、実施のタイミ

ングが大きな争点に。 

z 規格化については、企業の取り組み状況を踏まえて十分な議論を尽くすことが前提だが、

基本的には、①それが企業の取り組みを制約するものになってはならない、②企業の取り

組みがＩＳＯ取得だけに自己目的化してはならない、③ＣＳＲの本質、特にその能動的側面

を重視する議論がされるように、意見を発信していくべき。 
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  ① 規定の範囲 

Ａ案：マネジメント・システム型 

（例）「雇用に関する方針を定めているか」 

    ⇒方針の有無だけを問い、その内容は企業の独自性に委ねる。 

Ｂ案：対象項目規定型 

（例）「雇用に関する方針を定め、女性登用に関する項目を含めているか」 

     ⇒対象項目も規定するが、その具体的基準は企業の独自性に委ねる。 

Ｃ案：具体的基準規定型 

（例）「雇用に関する方針を定め、女性管理職○％以上とする具体的基準を 

    定めているか」 

    ⇒具体的基準も規定する。 

 

  ② 基準適合の判定方法 

Ａ案：自己適合宣言型 

    ⇒企業が自主的に宣言する。 

Ｂ案：第三者認証型 

    ⇒第三者による審査を受け、認証を受ける。 

 

 経済産業省を中心とした動きは、「マネジメント・システム型」「自己適合宣言型」

のレベルにとどめたいという考え方のようであるが、ＩＳＯの議論の場に参加してい

る欧米の消費者団体やＮＧＯなどは、もっと厳格なもの（「具体的基準規定型」「第三

者認証型」）を求めており、どのような決着となるかは予断を許さない。 

 

 経済同友会でも、社会的責任経営推進委員会の中でＩＳＯの動きをどう考えるかに

ついて議論を始めた。この問題については、規格化の是非、規格の性格、実施のタイ

ミングを含めて、日本企業の取り組み状況を踏まえながら、拙速を避けて十分な議論

を尽くすことが必要であるが、基本的には、①規格化が企業の取り組みを制約するも

のになってはならない、②企業の取り組みが、ＩＳＯの取得だけに自己目的化してし

まうような方向になってはならない、③経済同友会が提起したＣＳＲの本質、特にそ

の「能動的」な側面を重視するような議論がされるように、経済同友会としても先駆

者として積極的に意見を発信していくべきである、という基本的方向性が確認されて

いる。 
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（３）ＣＳＲと企業業績の関係 

  －検証は困難だが、ＣＳＲの重要性は企業の持続可能性の向上にある 

 

 

 

 ＣＳＲを各企業が実際の取り組みとして推進していく際の大きな論点として、「ＣＳ

Ｒの取り組みが企業の業績にどう結び付くのか」という点がある。これについては、

残念ながらまだ決定的な確証は得られていない。今回の自己評価の結果分析の際にも、

元々その検証自体を目的とした設問構成にはなっていなかったが、「収益性」とその他

の項目の相関関係を分析してみたが、明確な結果を得るには至らなかった。 

 

 確かに、社会的責任投資（ＳＲＩ）の分野において、ＣＳＲに積極的な企業群の株

価指数が全体の平均よりも総じて高い、などの傍証は得られているが、ＣＳＲに積極

的だから業績が良いのか、あるいは業績が良いからＣＳＲに積極的になれるのか、と

いう「鶏が先か、卵が先か」という議論にも成りかねない。現在、各国の研究機関な

どがこの問題をめぐっての研究を競っているが、結論が出るまでにはさらに多くの材

料と時間を要するだろう。 

 

 ただ、この問題は単にＣＳＲと経済的価値で測られる収益との相関関係だけでなく、

企業のブランド資産など無形的要素も含めて多面的に検討する必要がある。ＣＳＲの

重要性は、それが短期的な経済的価値に直接結び付くことよりも、企業の持続可能性

を高めることによって、長期的な株主価値の向上にも資することにその真髄があるか

らである。 

 

 

 

 

z ＣＳＲの取り組みが企業業績にどう結び付くのかについては、社会的責任投資（ＳＲＩ）のパ

フォーマンスなど傍証は得られているが、結論が出るまでにはさらに時間を要する。 

z ＣＳＲと収益の相関関係だけでなく、ブランドなど無形的要素も含めて多面的に検討する必

要があり、むしろＣＳＲの重要性は短期的業績よりも企業の持続可能性の向上にある。 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第２２部部（（分分析析））  

日日本本企企業業ののＣＣＳＳＲＲ  
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１１．．自自己己評評価価結結果果のの概概要要－－日日本本企企業業のの強強みみとと弱弱みみ  

 

 

（１）自己評価実施の概要 

 

 第15回企業白書で提唱した「企業評価基準」を用いた自己評価の実施は、経済同友

会の会員所属企業877社（2003年７月現在）に対し、「自主的な取り組み」として呼び

かけた。その結果、2003年７月末から10月末の間、229社から回答があり、回答率は

26.1％であった（企業の属性については「第３部（データ）」参照）。 

 なお、今回の自己評価を実施していただけなかった企業に対し、その理由を尋ねた

ところ、下記のような回答があった。このことから、ＣＳＲに対する関心はあるもの

の、「まだ時期尚早」と考える企業や、データ収集や時間の点で対応できないケースが

多いことがわかった。 

 

自己評価未回答の理由（未回答企業のうち、98社から得たもの） 

－時期尚早という声が多いが、関心がないわけではない 

40
26

18
8
8

0

0 50 100

この問題は、当社にとってまだ時期尚早である

データの収集等が社内的に対応できない

回答する時間がない

こうしたアンケート類には回答しない方針である

その他

この問題に関心がない

％

 

 

（２）分野別の概観 

 

  ① 市場－各社それぞれ独自の取り組みで千差万別 

 

 「市場」分野には、①持続的な価値創造と新市場創造への取り組み、②顧客に対す

る価値の提供、③株主に対する価値の提供、④自由・公正・透明な取引・競争、が含

まれており、企業活動の最も根幹にかかわるものである。したがって、各社それぞれ

独自の取り組みを行っており、その仕組みや成果は千差万別である。 

 ただ、「ＣＳＲ調達基準」「知的財産戦略」「ブランド・マネジメント」「顧客情報保

護」といった比較的最近の課題については、まだ取り組んでいない企業の割合が他の

項目に比べて高かった。 
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  ② 環境－大企業・製造業を中心に「十分な成果をあげている」 

 

 「環境」分野は、業種や規模によってその取り組みに大きな違いが見られる。製造

業や大企業（従業員5,000人以上）では、環境負荷軽減の取り組みやディスクロージャ

ーを中心に「十分な成果をあげている」という回答が多かった。これは、欧米のＳＲ

Ｉにおける日本企業の評価とも一致し、日本企業の強みと言うことができる。 

 今後は、環境とビジネスの両立を図る「環境経営」の推進が課題となっており、そ

れにかかわる項目（例えば「環境会計」「環境物品等生産・販売」など）での取り組み

が一層求められるであろう。 

 

  ③ 人間－様々な取り組みは見られるが、女性の活用等に大きな課題 

 

 「人間」分野は、主として従業員にかかわる取り組みであり、これも企業活動の根

幹にかかわるものであり、「優れた人材の登用・活用」「従業員の能力向上」などの分

野で様々な取り組みが見られる。しかし、全体的に「十分な内容である」と考えてい

る割合はそれほど高くなく、更なる取り組みが必要と言える。 

 また、成果において「女性役員比率」「女性管理職比率」「外国人管理職比率」が非

常に低く、日本企業の課題があらためて浮き彫りになった。今後の社会のあり方を考

える上で、優秀な人材を確保していくという観点からも、「雇用の多様性」や「家庭と

仕事の両立」などが重要課題となるだろう。 

 

  ④ 社会－社会報告書の作成、ＮＧＯとの協働などが新たな課題に 

 

 「社会」分野は、地域社会、市民社会、国際社会などとの関係にかかわるものであ

る。その取り組み、特に法令や規範などを上回る部分の取り組みについては各社独自

の考え方に基づいて多様であるべきであり、一律的な評価はできない。 

 ただ、国際社会におけるＣＳＲの議論の方向性を考えると、「社会報告書」「ＮＧＯ

との協働」「サプライチェーンにおける国際的な規範の配慮」が今後の重要課題として

クローズアップされることが予想され、その面で日本企業の取り組みは全体的に低い

レベルにとどまっている。 

 

  ⑤ コーポレート・ガバナンス－チェック機能が働く仕組みづくりが必要 

 

 「コーポレート・ガバナンス」分野では、過半数の企業で経営者の選任・評価・解

任について客観的な視点がなく、仕組みがあってもそれが「十分機能している」とは

言えないとする企業が多いことが明らかとなった。仕組みの形式については、一概に

どれがベストであるかは言えないが、少なくとも健全なプレッシャーが働く実効的な

仕組みをつくることが課題である。また、コンプライアンスの体制を整備している企

業は多かったが、単に形式だけではなく、チェック機能が働く仕組みづくりが求めら

れるだろう。 
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（３）企業の特性による違いー企業規模による差が大きい 

 

 今回の分析では、①業種（製造業／非製造業）、②上場（上場、非上場）、③従業員

数（300人未満／300人以上1,000人未満／1,000人以上5,000人未満）、④直近売上高

（500億円未満／以上）、⑤外国人持株比率（10％未満／以上）、⑥海外売上比率（10％

未満／以上）、の違いにより、平均的な取り組みの程度にどのような違いがあるかも明

らかにした。下記の図は、設問におけるいずれかの選択肢において回答企業の割合に

15％以上の開きがあった項目に色を示したものである。概して言えば、業種（環境の

み）、従業員数、外国人持株比率の違いが、取り組みの度合いに大きな違いをもたらし

ていることがわかる。 

 

企業の特性によって大きく違いが見られる項目（墨色部分） 

 

【Ⅰ：企業の社会的責任（ＣＳＲ）】 

 

市場（仕組み） 上場 従業員数 売上高
外国人

持株比率
海外

売上比率
1 コアコンピタンス経営

2 マーケッティング
3 知の連携

4 知的財産戦略
5 ブランド・マネジメント
6 顧客満足度

7 顧客対応
8 事故・トラブル対応
9 顧客情報保護

10 IR（専任部署等）
11 IR（フィードバック）
12 株主総会

13 購買・取引方針
14 CSR調達基準
15 公正取引・競争の徹底  

 

環境（仕組み） 業種 上場 従業員数 売上高
外国人

持株比率
海外

売上比率

1 環境保全に関する経営方針
2 環境保全に関する従業員教育
3 外部認証の取得

4 環境会計
5 省資源・リサイクル
6 省エネルギー

7 製品・サービスの環境アセスメント

8 グリーン購入・調達

9 環境報告書
10 環境報告書の第三者レビュー
11 環境に関する社会貢献活動  
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人間（仕組み） 上場 従業員数 売上高
外国人

持株比率
海外

売上比率

1 機会均等
2 社内公募・FA制度等
3 能力・実績評価

4 従業員教育・研修
5 トップ・マネジメント層育成
6 家庭人としての責任配慮

7 育児・介護支援
8 従業員満足度

9 多様な勤務時間・形態
10 安全・衛生
11 人権配慮  

 

社会（仕組み） 上場 従業員数 売上高
外国人

持株比率
海外

売上比率
1 社会貢献活動に関わる基本方針

2 特有の経営資源や得意分野の活用
3 従業員のボランティア活動支援
4 社会報告書

5 ＮＧＯ（ＮＰＯ）との対話・協働
6 政治との関係
7 公務員との関係

8 国際的な規範の尊重
9 現地の法令・文化・慣習等の尊重

10 世界的諸課題の解決への貢献  

 

【Ⅱ：コーポレート・ガバナンス】 

 

理念とリーダーシップ 上場 従業員数 売上高
外国人

持株比率
海外

売上比率

1 経営理念の明確化と浸透
2 ステークホルダーの明確化
3 経営理念の浸透度合

4 社長の直接関与
5 従業員へのコミュニケーション
6 従業員からのコミュニケーション  

 

 

マネジメント体制 上場 従業員数 売上高
外国人

持株比率
海外

売上比率

1 実質的な議論
2 社外の視点の導入
3 監査役（会）／監査委員会の意見

4 監査役のサポート
5 社長の選任
6 社長の評価・解任

7 社長の報酬額決定
8 CSR担当部署
9 年金運用に関するCSR基準  
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コンプライアンス 上場 従業員数 売上高
外国人

持株比率
海外

売上比率

1 企業行動規範の策定・公表
2 企業行動規範の周知徹底
3 グループ各社への適用・奨励

4 専任部署
5 相談窓口

6 内部通報窓口
7 遵守状況のチェック
8 業績評価での考慮  

 

ディスクロージャーとコミュニケーション 上場 従業員数 売上高
外国人

持株比率
海外

売上比率
1 基本方針

2 開示範囲・内容
3 フィードバック
4 ステークホルダーとの対話  
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２２．．急急速速にに進進むむＣＣＳＳＲＲ体体制制づづくくりり－－そそのの現現状状とと課課題題  

 

 

 ＣＳＲへの関心の高まりとともに、具体的な「体制づくり」を急ぐ企業が増えてお

り、新聞紙上でもこうした動きが連日報道されている。こうした「体制づくり」の点

において、今回の自己評価の結果からは以下のような姿が明らかになった。 

 

（１）ＣＳＲ専任部署等－約３割が設置 

 

 大きな動きの一つとして、ＣＳＲに関する専任部署や社内横断的な委員会の設置が

ある。これは、ＣＳＲが非常に広範にわたるため、これまで社内の各々の部門で行わ

れてきた取り組みを総合的、一元的に把握、推進していく必要が生じているからであ

る。これによって、経営トップに直結する形で戦略を策定、実施したり、ＩＲや広報

において情報を体系的に発信することが可能となる。今回の自己評価では、全体で約

32％の企業が「ＣＳＲの担当部署（ないし担当者）を設置している」と回答している。 

 
ＣＳＲに関する担当部署（ないし担当者）の設置 

 

68.1

8.3

23.6

0 50 100

設置していない

設置しているが、責任者は役員以上ではない

設置しており、責任者は役員以上である

％

 

 

 

（２）コンプライアンス体制 

   －業績評価にコンプライアンスの観点を入れる必要がある 

 

 企業不祥事の頻発を受け、コンプライアンス体制を構築（あるいは見直し）する企

業が増えている。企業行動規範の策定やコンプライアンス専任部署の設置などについ

ては、概ね８割を超える企業で実施していたが、有効なチェック体制があるかどうか

という観点から、今後の課題として挙げられるのが、「内部通報窓口の設置」「遵守状

況のチェック」「コンプライアンスの観点からの業績評価」である。 

 
内部通報窓口の設置 

 

36.6

35.7

27.7

0 50 100

設置していない

設置している

設置し、十分機能が果たせる仕組みである

％

 

設置している＝計31.9％ 

63.4 ％ が設 置 して い る

が、そのうち「十分機能が

果たせる仕組みである」と

考えている経営者は半数

以下。 
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コンプライアンスの遵守状況のチェック 

30.8

19.6

49.6

0 50 100

仕組みはない

チェックしているが、取締役会や監査役（会）に

は報告されていない

チェックしており、取締役会や監査役（会）にも

報告もされている

％

 
 

各部門の業績評価にあたり、コンプライアンスの観点から評価する仕組み 

63.2

27.7

9.1

0 50 100

仕組みはない

仕組みがある

仕組みがあり、有効に機能している

％

 

 

 

（３）サプライチェーンでのＣＳＲ配慮 

   －グリーン購入・調達にとどまるケースが多い 

 

 ＣＳＲの面で問題のある材料や部品の使用、あるいは製品の販売を行った場合、そ

の責任は最終製品を製造したメーカーや小売業者にも及ぶ。そのため、調達・購入基

準にＣＳＲに関する項目を含めることが、世界的な流れとなってきた。自己評価では

約44％の企業でＣＳＲ調達基準を「定めている」という回答があったが、自由記述欄

を見る限り、環境分野での「グリーン購入・調達基準」にとどまっているケースが多

かった。 

 
ＣＳＲを考慮した調達基準の策定と公表 

55.9

27.2

16.8

0 50 100

定めていない

定めているが、公表していない

定めており、公表している

％

 

 

 グローバルな経済活動では、ＣＳＲに関する項目は環境分野にとどまらないことか

ら、「海外事業の展開にあたり、国連グローバル・コンパクトやＩＬＯ宣言などに謳わ

れている事項（児童労働や強制労働の禁止など）を尊重し、配慮しているか」という

設問から現状を見ると、「自社だけでなく、サプライチェーンにおいても尊重・配慮し

ている」と回答したのは、約13％にとどまった。 

定めている＝44.0％ 

約３割の企業が 

「仕組みはない」 

約６割の企業が 

「仕組みはない」 
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国際的な規範（国連グローバル・コンパクトやＩＬＯ宣言等に含まれる事項）の尊重 

5.2

81.8

13.0

0 50 100

配慮していない

自社において尊重・配慮している

サプライチェーンでも尊重・配慮している

％

 

 

 

（４）社会・環境（持続可能性）報告書－大企業の約半数が作成 

 

 企業は財務面のみならず、環境面、社会面を含めた「トリプル・ボトムライン」で

結果を出さなければならないという考え方が広がり、その結果を適切に情報開示する

ための取り組みが増えている。環境面では、すでに約57％（従業員5,000人以上の大企

業では約79％）の企業において「環境報告書」を作成している。しかし、社会面を含

めた「持続可能性報告書（ないし社会・環境報告書）」となると、約23％（同51％）に

とどまった。 

 
環境報告書の作成 

43.3

13.9

42.8

21.0

8.1

71.0

0 50 100

作成していない

作成・公表している

作成・公表し、取組み推進に役立ってる

％

全体 従業員5,000人以上

 

 
社会面を含めた社会・環境（持続可能性）報告書の作成 

76.6

8.6

14.7

49 .1

10.9

40.0

0 50 100

作成していない

作成・公表している

作成・公表し、取組み推進に役立ってる

％

全体 従業員5,000人以上

 

サプラ イ チェ ーンでの配慮は13％

大企業（従業員5,000人以上）の

約51％が作成 

大企業（従業員5,000人以上）の

約79％が作成 
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（５）今後の課題 

   －「体制づくり」にとどまらず、具体的実践に結び付ける 

 

 このように、ＣＳＲをめぐっては様々な「体制づくり」が急速に進展している。こ

れは、社内でこれまで行われてきた様々な取り組みをＣＳＲの観点から再整理し、一

元的に推進するという点では有効なものとなるだろう。しかし、今後ＩＳＯによるＣ

ＳＲ国際規格化の流れが本格化しようとしている中で、「体制を整備すればいい」「規

格に適合すればＣＳＲを十分果たしたことになる」といったように、ただ「体制づく

り」が自己目的化しては意味がない。より重要なのは、経営者がＣＳＲを経営理念や

戦略の中にどう位置付けるのかという哲学を明確に示すことと、それを具体的な実践

に結び付けるために効果的な仕組みをつくることである。ＣＳＲという潮流にただ安

易に流されないためにも、今一度留意すべき点である。 
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３３．．日日本本企企業業のの競競争争優優位位－－環環境境経経営営にに向向けけたたイイノノベベーーシショョンン  

 

 

 「環境」分野は、環境負荷削減の取り組みが効率化によるコスト削減につながり、

環境配慮製品・サービスの市場も拡大していることから、ＣＳＲと企業競争力の相関

関係が比較的わかりやすい。また、日本企業の取り組みが最も進んでいる分野であり、

欧米のＳＲＩ（社会的責任投資）に関する企業評価機関による評価でも、日本企業の

評価やランキングは高く、日本企業の強みと言える。 

 

（１）業種・規模別に見る環境問題への取り組み 

   －製造業・大企業が積極的 

  

 

 環境問題への取り組みは、業種や規模により大きな違いが見られる。下記の「環境

保全に関する経営方針」の回答結果に示されているように、概して言えば非製造業よ

りも製造業、中小企業よりも大企業の方が取り組みの度合いが高い。これは、業種や

規模によって環境に与える負荷のレベルが違うことや、それに伴う意識の違いによる

ものであり、単純に優劣を付けることはできない。しかし、環境問題は今後も企業経

営における重要な課題であることには変わりなく、各業種の特性や規模に応じた取り

組みを進めていく必要がある。 

 
企業の属性の違いによる取り組みの程度の違い：（例）環境保全に関する経営方針 

1.50

1 .11

1 .73

1 .06

1 .65

0.72

1.46

1.79

1 .09

1 .65
1 .42

1.73

1.31

1.87
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上
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上
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上
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0

億
以

上

10
％

未
満

10
％

以
上

10
％

未
満

１
０

％
以

上

全体 業種 上場 従業員数 直近売上高 外国人持株比率 海外売上比率

 
（注）「定めていない」を０点、「定めているが、公表していない」を１点、「定めており、公表してい

る」を２点として計算した場合の平均値。 
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（２）環境負荷の削減－温室効果ガス排出量は今後３年間で６％減少 

 

 業種や規模の違いによる程度の差はあるが、省資源・リサイクル、省エネルギーな

どの環境負荷削減については、かなりの取り組みが行われている 

 
省資源・リサイクルの取り組み（省エネルギーの取り組みもほぼ同様の傾向） 

43.9

28.0

55.4

67.7

50 .2

61 .3

42 .3

32.3

5.8

10.8

2.3

0.0

0 50 100

全体

非製造業

製造業

従業員5,000人以上

％

取り組んでおり、十分な成果をあげている

取り組んでいる

取り組んでいない

 

 
環境負荷低減の取り組み（成果：過去３年間の傾向） 

 
総物資投入量 

横ばい

33%

増加傾向

23%

減少傾向
44%

 

３年後目標：平均0.5％減 

水使用量 

横ばい

34%

増加傾向
16%

減少傾向
50%

 

３年後目標：平均5.3％減 

温室効果ガス排出量 

減少傾向
58%

増加傾向

18%

横ばい

24%

 

３年後目標：平均6.0％減 

 

総エネルギー消費量 

減少傾向

46%

増加傾向

24%

横ばい

30%

 

３年後目標：平均4.8％減 

廃棄物等の総排出量 

横ばい
23%

増加傾向
16%

減少傾向
61%

 

３年後目標：平均11.3％減 

再生利用される循環資源の比率 

増加傾向
79%

減少傾向
2%

横ばい
19%

 

現状値：平均75.5％ 

３年後目標値：平均83.6％ 

 

製造業、大企業の 

取り組みが高い 
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 特に、温室効果ガス排出量については、京都議定書メカニズムとの関係から関心が

高いところである。京都議定書において、わが国は2008年から2012年の目標期間に、

1990年に比べ6.0％削減する目標となっている。一概に単純比較はできないが、今回の

自己評価における目標の平均値は、概ね３年後に現在比6.02％の削減となっている。 

 

 

（３）今後の課題－環境保全から環境経営へ 

 

 ＣＳＲを企業の持続的な価値創造や競争力強化につなげていくという観点から、今

後は、環境とビジネスの両立を図る「環境経営」を推進していくことが課題となる。

その意味で、環境面での取り組みの経済的効果を測り、経営の意思決定に活かす「環

境会計」や、環境に配慮した製品・サービスを提供する「環境物品等生産・販売」に

より一層取り組んでいく必要があるだろう。 

 
環境会計システムの導入 

26.5

36.7

8.3

0

26.4

33.9

16.5

23.4

4.2

6.3

6.6

37.1

0 20 40 60 80 100

全体

製造業等

非製造業

従業員300人未満

従業員300人以上5,000人未満

従業員5,000人以上

％

導入している 導入しており、経営の意思決定に活用

 
 

環境物品等生産・販売比率（回答の分布） 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0％以上25％未満

25％以上50％未満

50％以上75％未満

75％以上100％未満

100%環
境
物
品
等
生
産
・
販
売
比
率

回答企業の割合目標 現状

 

従業員5,000人以

上の大企業では

71.0％が導入。 

環境物品等生産・販売比率

100％の企業が約１割。 

100％を目標とする企業は

２割超。 
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４４．．2211世世紀紀のの経経済済社社会会ににおおけけるる人人材材活活用用－－ＣＣＳＳＲＲのの重重要要なな一一側側面面  

 

 

 経済同友会は、『21世紀宣言』（2000年12月）において、めざすべき新しい日本の姿

を「個人が将来への希望を持ち、それぞれの可能性に積極的に挑戦し、生きがいを実

現していくことができるような社会であり、また多様な個人のエネルギーを活かすこ

とのできる社会」として描き出した。少子高齢化の進展やこうした経済社会の姿を考

えると、旧来の「福利厚生」的な考え方を転換し、多様な人材を活かし、その能力を

高め、働きやすい環境を整えることが、優秀な人材を確保する上で重要な視点となる。 

 

（１）多様な人材の活用－特に女性の活用が課題 

 

 女性や外国人の登用・活用という面で、日本の企業は遅れている。優秀な人材を確

保するという点からも、雇用の多様性を活かす戦略（ダイバーシティ・マネジメン

ト）を進めるべきである。現状では、急激な底上げは難しいが、概ね３年後の目標と

して、現状の約２倍の目標値（平均）が出ており、今後に期待したい。 

 
女性役員：１名以上いると回答した企業の割合（現状と目標） 

23.2%

13.1%

76.8%

86.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状

目標

いる いない

 
 

女性管理職（課長以上）比率：回答の分布 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

０％

１％未満

１％以上２％未満

２％以上５％未満

５％以上10％未満

10％以上20％未満

20％以上女

性

管

理

職

（
課

長

以

上

）
比

率

回答企業の割合

目標 現状

 

女性役員がいない

企業が86.9％ 

女性管理職がいな

い企業も20％超 
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女性役員比率と女性管理職（課長以上）比率：現状と目標 
 

           （女性役員）               （女性管理職） 

    

1.44

2.99

0

1

2

3

4

5

現状 目標

％

     

2.62

4.68

0

1

2

3

4

5

現状 目標

％

 

 

（２）仕事と家庭の両立－法令を上回る取り組みも少なくない 

 

 多様な人材を登用・活用する上で、家庭と仕事が両立できる環境を整備することが

必須であり、それが男女を問わず優秀な人材を惹きつけることにつながるだろう。ま

た、これまでの会社中心の風潮や長時間労働によって、家庭や地域を顧みない人間を

つくり出し、社会に歪みをもたらしたという観点からも、企業が率先してその環境の

改善に乗り出す必要がある。自己評価を見ると、一通り取り組んでいるものの、「十分

な内容である」という回答は全体的に少ない。 

 
従業員の家族の事情に配慮する取り組み（制度や運用） 

12.8

70.5

16.7

0 50 100

取り組んでいない

取り組んでいる

取り組んでおり、十分な内容である

％

 

 
育児・介護支援：“法令の規定を上回る”独自の取り組み 

33.0

47.3

19.6

0 50 100

取り組んでいない

取り組んでいる

取り組んでおり、十分な内容である

％

 
 

 

 

 

目標は 

現状の

倍増 

「十分な内容であ

る」と考えている

経営者は少ない 

「十分な内容であ

る」と考えている

経営者は少ない 
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（３）エンプロイアビリティの向上－一層の内容充実が課題 

 

 従業員教育については、各従業員の「市場価値」をいかに高めるかという観点から

教育・研修プログラムを実施することが重要となってくる。また、経営者の立場から

は、次世代の経営者をいかに育成していくか、ということも大きな関心事である。 

 さらに、欧米の企業では、「従業員のボランティア活動支援」を単に「社会貢献」と

してだけ考えるのではなく、従業員のスキルアップとして位置付けているところもあ

り、今後のＣＳＲを考える上で、こうした戦略性も必要となってくるだろう。 

 
従業員の能力（エンプロイアビリティ）を高めるための教育・研修プログラム 

4.4

71.2

24.5

0 50 100

取り組んでいない

取り組んでいる

取り組んでおり、十分な内容である

％

 

 
次代のトップ・マネジメント層の育成 

14.3

69.2

16.5

0 50 100

取り組んでいない

取り組んでいる

取り組んでおり、十分な内容である

％

 
 

従業員のボランティア活動支援 

47.9

39.7

12.3

0 50 100

取り組んでいない

取り組んでいる

取り組んでおり、成果をあげている

％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれも「十分な内容である」「成果をあげ

ている」と考える経営者は少ない。 
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５５．．日日本本企企業業ののココーーポポレレーートト・・ガガババナナンンスス－－そそのの現現状状とと課課題題  

 

 2003年に商法が改正され、委員会等設置会社が選択できるようになるなど、コーポ

レート・ガバナンスに関する議論が盛んであるが、その目的は「仕組みをつくる」こ

とにあるのではなく、あくまでも「優れた経営を継続し、企業の持続的な成長・発展

を担保する」ことにある。したがって、そのためにどのような機能が必要か、仕組み

は機能しているか、という観点からコーポレート・ガバナンスを考える必要がある。 

 

（１）企業理念を反映した経営の担保 

   －価値観の共有が必ずしも十分ではない 

 

 企業理念は、単に飾りとして掲げるものではない。それは、企業経営を方向付け、

企業文化を築くための根幹であり、社内全体に繰り返し伝え、浸透させるのが経営ト

ップの役割である。回答結果では、経営理念を社内に浸透させ、その浸透度合を把握

する努力はしているものの、価値観の共有は必ずしも十分ではないという姿も浮き彫

りになった。 

 
経営理念の明文化と浸透努力 

4.4

41.5

54.1

0 50 100

明文化していない

明文化している

明文化しており、浸透努力も十分である

％

 

 
経営理念で掲げた価値観の浸透 

29.5

44.5

26.0

0 50 100

浸透度合を把握していない

浸透度合を把握しているが、

価値観の共有は十分でない

浸透度合を把握しており、
価値観の共有も十分である

％

 

 

 

（２）優れた経営者を選ぶ仕組み 

   －「十分に機能している」との回答は少ない 

 

 昨今のコーポレート・ガバナンスの議論における大きな論点の一つは、経営者の選

任・評価である。優れた経営者が現時点で高い業績をあげている企業でも、そのまま

浸透努力はしているが、価

値観の共有はまだ 十分で

はない。 
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将来にわたって成長し続けることができるとは限らない。ビジネス環境の変化に的確

に対応しながら持続的に企業価値を創造していくためには、経営者個人の資質に過度

に依存するのではなく、経営者が健全なプレッシャーの下で適切な意思決定を行うと

ともに、客観的な視点から選任・評価し、場合によっては解任できる仕組みを持つこ

とが必要ではなかろうか。委員会等設置会社もその有力形態の一つであるが、形式よ

りも機能が重要である。この点で、客観的な仕組みを持つ企業は半数以下にとどまる

とともに、仕組みはあっても「十分機能している」とは言えない状況が明らかになっ

た。 

 
現社長（および社長経験者）以外が次期社長候補者の選考に関与する仕組み 

58.8

32.7

8.5

0 50 100

仕組みがない

仕組みがある

仕組みがあり、十分機能している

％

 
 

社長経験者以外が現社長の業績を評価し、場合によっては解任できる仕組み 

53.9

37.3

8.8

0 50 100

仕組みがない

仕組みがある

仕組みがあり、十分機能している

％

 
 

 

（３）外部の視点を経営に活かす－６割強は取り組んでいる 

 

 コーポレート・ガバナンスの議論の中で、「社外取締役」の導入について「社外の人

間に経営がわかるのか」という反対論があった。しかし、昨今の例などを見ると、経

営諮問委員会の設置であれ、社外取締役の導入であれ、何らかの形で社外の視点を導

入することが、経営改革に有益であることが示されつつあるように思われる。自己評

価の結果では、約64％の企業で社外の視点を導入する取り組みが成されている。 

 
社外の視点の導入（社外取締役の導入、経営諮問委員会の設置など） 

36.2

38.9

24.9

0 50 100

取り組んでいない

取り組んでいる

取り組んでおり、成果をあげている

％

 

「十分機能している」と考えている

経営者は少ない。 

「十分機能している」と考えている

経営者は少ない。 

取り組んでいる＝63.8％
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６６．．市市場場のの進進化化－－社社会会のの評評価価がが企企業業をを鍛鍛ええ、、  

                              企企業業がが市市場場のの価価値値観観ををリリーードドすするる  
 

 

 ＣＳＲは、社会と企業の相乗発展をめざす取り組みであるが、社会の様々なステー

クホルダーとのコミュニケーションによって企業が鍛えられるという側面もある。同

時に、「市場の進化」というコンセプトでは、企業が単に市場の評価を受け身として捉

えるのではなく、自ら主体的に市場に向き合い、信念を持って、様々なステークホル

ダーに対して自らの価値観を訴えることが必要であり、それによって市場の理解と評

価が得られ、市場の価値観も変わっていくということを指摘した。 

 

（１）企業と顧客－新たな課題としての個人情報保護 

 

 顧客のニーズを把握し、より良い製品・サービスの提供に結び付けるとともに、顧

客に対して誠実に対応し、顧客満足度を向上させることは、企業が持続的に価値創造

を行うために最も基本的な要素である。自己評価結果では、顧客の要望・苦情等を聴

く仕組み、事故・トラブル時の対応方針などはほぼ何らかの取り組みがなされていた

が、「顧客満足度の調査」「顧客の個人情報保護」については２割強の企業で取り組ま

れていなかった。 

 
顧客満足度の調査 

23.3

44.8

31.8

0 50 100

調査していない

調査している

調査し、その向上に結び付いている

％

 

 
顧客の個人情報保護に関する基本方針・マニュアル 

23.2

47.9

28.9

0 50 100

作成していない

作成している

作成しており、その体制も十分である

％
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（２）企業と株主 

   －株主・投資家からの理解・評価を得るためには一層の努力が必要 

 

 資本を提供している株主・投資家の期待に応え、持続的な価値創造を通じて適正な

リターンを提供することは企業の基本的な責任である。ＣＳＲの観点から言えば、株

主・投資家の信頼・評価を得るために積極的なＩＲによって透明性とアカウンタビリ

ティを一層高めることが重要となっている。ＩＲの専任部署の設置など、株主・投資

家から正しく理解・評価されるための取り組みを行っている企業は９割を超えるが、

その半数弱は株主・投資家から正しく理解・評価されているとは感じておらず、更な

る努力が必要と考えている。また、株主総会の開催に際し、株主重視の取り組み（集

中日回避や議事以外の意見を聴く時間など）が十分な成果をあげていると回答した企

業は約25％にとどまった。 

 
ＩＲの専任部署の設置など、株主・投資家から正しく理解・評価されるための取り組み 

9.7

48.2

42.1

0 50 100

取り組んでいない

取り組んでいる

取り組んでおり、

株主・投資家に正しく理解してされている

％

 
 

株主総会における株主重視の取り組み（集中日回避など） 

31.5

43.7

24.9

0 50 100

取り組んでいない

取り組んでいる

取り組んでおり、十分な成果をあげている

％

 

 

 

（３）企業と従業員－従業員満足度を把握していない企業も少なくない 

 

 従業員が企業を評価・選択するという意味で、そこにも「市場」が存在する。従業

員満足度調査は約37％の企業で実施されていないが、欧米のＳＲＩ企業評価機関のア

ンケートにおいて、「実施していない」と回答すると、それだけで「従業員満足度は低

い」と評価されてしまう。その評価方法の是非はともかくとして、従業員の意欲を高

め、その潜在的な可能性を十分引き出すという意味でも、このプロセスは重視される

べきであろう。 
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従業員満足度調査 

37.4

50.7

11.9

0 50 100

調査していない

調査している

調査しており、従業員がその能力や意欲を発揮

できるような環境づくりも十分役立っている

％

 

 

 

（４）企業と社会－金銭的な支援にとどまらず、ＮＧＯ（ＮＰＯ）等との 

          対話・協働が必要 

 

 わが国においても、個人やＮＰＯなどが市民社会を形成し、新しい社会のガバナン

スが生まれることが期待されている。企業にとっても、単なる金銭的支援にとどまら

ず、社会の多様な主体との積極的な対話、協力、協働を通じて、社会の価値観を経営

に反映させたり、より良い社会の実現に寄与していくことが求められている。その意

味で、「ＮＰＯとの協働」や「多様なステークホルダーと直接対話する仕組み」は、よ

り一層進めるべき課題である。 

 
国内外のＮＧＯ（ＮＰＯ）との協働 

64.1

23.4

12.4

0 50 100

行っていない

行っている

行っており、十分なものである

％

 
 
 

経営トップが多様なステークホルダーと直接対話する仕組み 

35.4

48.3

16.3

0 50 100

仕組みはない

仕組みがある

仕組みがあり、十分な成果をあげている

％
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【参考】「仕組み」に関する自己評価：上位10＆下位10 

 

  ※「取り組んでいない」＝０点、「取り組んでいる」＝１点、「取り組んでおり、十分な成果をあげて 

    いると考えている」＝２点とした場合の平均値。 

 

全 体 

 

【上位10】 

順位 平均値 内容 

１ 1.75 顧客の要望・苦情・意見が、社長（担当役員）に届く仕組み 

２ 1.50 環境保全に関する経営方針の策定・公表 

２ 1.50 経営理念の明確化とその浸透努力 

４ 1.47 社長が自らの信念を従業員へ直接示すための取り組み 

５ 1.43 コンプライアンスに関する専任部署の設置 

６ 1.39 事故・トラブル時の対応方針・マニュアルの策定 

７ 1.38 省資源・リサイクルの取り組み 

８ 1.35 経営理念・行動規範等の策定・周知徹底への社長の直接関与 

８ 1.35 社長が現場の声や実情を直接聴くための取り組み 

10 1.34 ＩＳＯ14001等（環境）の外部認証の取得 

 

 

【下位10】 

順位 平均値 内容 

１ 0.26* 年金基金の運用における社会的責任投資（ＳＲＩ）の考慮 

２ 0.36 社会報告書の作成・公表 

３ 0.46 業績評価においてコンプライアンスの観点から判断する仕組み 

４ 0.48 ＮＧＯ（ＮＰＯ）との協働 

５ 0.50 現社長及び社長経験者以外が次期社長の選考に関与する仕組み 

６ 0.55 社長経験者以外が現社長の業績を評価し、解任できる仕組み 

７ 0.56 ＣＳＲに関する専任部署の設置 

８ 0.57 世界的諸課題の解決（難民・被災者支援、途上国支援等）への貢献 

９ 0.60 環境会計システムの導入 

10 0.61 ＣＳＲを考慮した調達基準の策定・公表 

（*）この設問では、「０：考慮していない」「１：考慮している」の２段階評価となっている（他は０～ 

   ２の３段階）ため、平均値を２倍にした。 
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大企業（従業員5,000人以上） 

 

【上位10】 

順位 平均値 内容 

１ 1.80 顧客の要望・苦情・意見が、社長（担当役員）に届く仕組み 

２ 1.79 環境保全に関する経営方針の策定・公表 

３ 1.77 コンプライアンスに関する専任部署の設置 

４ 1.71 社長が自らの信念を従業員へ直接示すための取り組み 

５ 1.69 経営理念の明確化とその浸透努力 

６ 1.68 省資源・リサイクルの取り組み 

７ 1.65 ＩＳＯ14001等（環境）の外部認証の取得 

８ 1.63 省エネルギーへの取り組み 

８ 1.63 ＩＲの専任部署等の設置 

９ 1.61 事故・トラブル時の対応方針・マニュアルの策定 

 

 

【下位10】 

順位 平均値 内容 

１ 0.44* 年金基金の運用における社会的責任投資（ＳＲＩ）の考慮 

２ 0.67 現社長及び社長経験者以外が次期社長の選考に関与する仕組み 

３ 0.70 業績評価においてコンプライアンスの観点から判断する仕組み 

４ 0.73 社長経験者以外が現社長の業績を評価し、解任できる仕組み 

５ 0.82 世界的諸課題の解決（難民・被災者支援、途上国支援等）への貢献 

６ 0.85 ＮＧＯ（ＮＰＯ）との協働 

７ 0.87 ＣＳＲに関する専任部署の設置 

８ 0.88 環境報告書の第三者レビューの実施 

９ 0.91 ディスクロージャーに関する基本方針の策定・公表 

９ 0.91 社会報告書の作成・公表 

（*）この設問では、「０：考慮していない」「１：考慮している」の２段階評価となっている（他は０～ 

   ２の３段階）ため、平均値を２倍にした。 
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中小企業（従業員300人未満） 

 

【上位10】 

順位 平均値 内容 

１ 1.61 顧客の要望・苦情・意見が、社長（担当役員）に届く仕組み 

２ 1.48 社長が自らの信念を従業員へ直接示すための取り組み 

３ 1.33 社長が現場の声や実情を直接聴くための仕組み 

４ 1.31 経営理念・行動規範等の策定・周知徹底への社長の直接関与 

５ 1.30 経営理念の明確化とその浸透努力 

６ 1.27 従業員の能力や実績の公正な評価と処遇・待遇への反映 

７ 1.23 性別・年齢等にかかわらず、優秀な人材を活用する取り組み 

８ 1.17 取締役会における実質的な議論を増やすための努力 

９ 1.11 事故・トラブル時の対応方針・マニュアルの策定 

10 1.08 監査役または監査委員会の意見が尊重される取り組み 

10 1.08 新製品・サービスの企画・開発等におけるマーケティング 

 

 

【下位10】 

順位 平均値 内容 

１ 0.05 社会報告書の作成・公表 

２ 0.06 ＣＳＲを考慮した調達基準の策定・公表 

３ 0.08 ＣＳＲに関する専任部署の設置 

４ 0.13 環境会計システムの導入 

５ 0.17 政治との関係に関する基本方針の策定・公表 

６ 0.18 環境報告書の作成・公表 

７ 0.19 従業員のボランティア活動支援 

８ 0.21 社会貢献活動に関する基本方針の策定・公表 

９ 0.22* 年金基金の運用における社会的責任投資（ＳＲＩ）の考慮 

10 0.27 ディスクロージャーに関する基本方針の策定・公表 

（*）この設問では、「０：考慮していない」「１：考慮している」の２段階評価となっている（他は０～ 

   ２の３段階）ため、平均値を２倍にした。 
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７７．．今今回回のの結結果果ををどどうう見見るるかか－－専専門門家家のの視視点点  

 

 

 以上の自己評価結果（全体像）について、ＣＳＲやＳＲＩの専門家４名の方々に、

それぞれの視点からレビューしていただいた。 

 

 

（１）谷本 寛治（一橋大学大学院商学研究科教授） 

 

専門は、企業システム論および企業と社会論。主な著書に『企業社会のリコンストラクショ ン』（千倉

書房）、『ＳＲＩ社会的責任投資入門』（編著、日本経済新聞社）など。経済同友会主催シンポジウム

「企業の社会的責任（ＣＳＲ）－我々のイニシアティブ－」（2003年4月９日）でモデレーターを務める。 

 

 

■白書・レポートの意義 

 

 企業とは何か。企業は誰のために存在する

のか。企業のパフォーマンスはいかに評価さ

れるのか。これらは古くから繰り返されてき

た問いであり、時代時代の要請を受け、企業

のあり方を再検討する作業は積み重ねられて

きた。企業に求められる経済的・社会的役割

や機能は固定的なものではなく、時代と共に

変化する。今、21世紀に求められる企業像は

どのようなものであるか。日本経済の大きな

構造変化と持続可能な発展を求めるグローバ

ルな潮流を見すえた上で、われわれは新しい

企業像を考えていく必要がある。ＣＳＲとは

企業と市場、社会との関係性を問い直す契機

となる議論なのである。 

 

 こういったことを踏まえ昨年発行された第

15回企業白書は、ＣＳＲを的確に捉え「企業

の社会に対する責任」を具体的に提言した。

自己評価のツールを示し会員所属企業自らが

チェックを行うというスタイルは高く評価さ

れる点である。単に理念や行動規範を謳うだ

けではなく、自らの足下を見つめ直す気づき

のツールとして企業活動をチェックする「評

価シート」を提供し、１年後自己評価の回答

を回収し公表するという姿勢はこれまでにな

かったスタイルと言える。 

 

 白書のベースにある「市場の進化」（経済

性のみならず人間性・社会性を市場が評価す

るようになる）というコンセプトは、2000年

に発表された「21世紀宣言」の幅広い５つの

行動指針の１つとして提示された。その後、

グローバルレベルでのＣＳＲ議論の展開を受

け、この部分に焦点を当て、「社会的存在と

しての企業」のあり方が具体的に検討されて

きた。経済同友会はこういった一連の議論の

中でＣＳＲを位置づけており、経済団体の白

書として説得力あるものになっている。 

 

■白書・レポートの課題 

 

 まずＣＳＲを理解する基本的な枠組みのと

ころで、検討しておくべきと思われる点をい

くつかまとめておこう。 

 

 ① 経済同友会において、ＣＳＲは一貫し

て主要テーマの一つであった、と主張してい

る。しかし残念ながら、日本の企業社会にお
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いてＣＳＲは定着した活動にはなっていなか

った。ＣＳＲは景気に左右される“限界活

動”（つまり不況になるとＣＳＲを果たす余

裕はなくなる）であったことは否めない。公

害問題、不祥事などで社会からの批判が出る

度にＣＳＲが問われてきたが、これまでわが

国では企業に期待される役割が経済的豊かさ

の達成にあったことや、社会に対するアカウ

ンタビリティを求める圧力が弱かったことも

あって、ＣＳＲの理念は企業活動に組み込ま

れてはこなかった。その状況が近年変わりつ

つあるわけである。 

 

 ② 社会からの圧力が相対的にまだ弱い中

で、経済界がイニシアティブをもってＣＳＲ

を議論していることを評価している。たしか

にわが国では市民の運動は弱く、国内からの

圧力によってＣＳＲの機運が盛り上がってき

たというわけではない。しかし今ＣＳＲが問

われている背景には、90年代後半以降の欧米

におけるＣＳＲの議論やＳＲＩの伸び、持続

可能な発展を求める大きな潮流や国際的なＮ

ＧＯのネットワークが無視できない影響力を

もつようになってきたことなどが挙げられる。

そういったことを正確に位置づけ、その動向

に対する基本姿勢、対応策も考えていく必要

があろう。 

 

 ③ ＣＳＲを位置づける際、経済性と社会

性の両立を主張している。しかしこれを「バ

ランス」の問題として理解すべきではない。

ＣＳＲとは日常の経営活動のプロセスに組み

込んでいくことであることを再確認しておこ

う。 

 

 ④ ＣＳＲは自主的なものであると理解し

ている。しかしＣＳＲには基本的にボランタ

リーな部分と、規制を必要とする部分がある。

自らがＣＳＲの領域や優先順位を決めるボラ

ンタリーなアプローチだけでは、対応しやす

いものだけに偏る可能性を否定することはで

きない。これまで企業社会において十分配慮

がなされてこなかった問題領域、例えば社会

的マイノリティの処遇、人権、環境などには

深刻な課題も多く（途上国での問題を含め）、

ＮＧＯは一定の規制的アプローチを求めてい

る。そのあたりの議論も今後避けて通れない

課題となってこよう。 

 

 ⑤ マクロなＣＳＲ政策について、政府や

ＮＧＯと共に考えていくことも必要である。

政府との関係は、法規制の面だけではなく、

ＣＳＲについて政策や税制などによって側面

から支援していくことの可能性についても今

後議論していくことが必要である。さらに中

小企業の社会的責任について、啓蒙し支援し

ていく方策を検討していくことも必要である。

日本におけるＣＳＲ政策、今後の産業政策を

考えていくためにも、経済団体、政府（関係

省庁）、環境・消費・社会問題などにかかわ

るＮＧＯ、労働組合などの参加する「マル

チ・ステイクホルダー・フォーラム」という

ような場を設定し、議論していくことが求め

られよう。 

 

■日本企業の課題 

 

 今回のレポートは、大きく５つの領域110

の項目について会員企業が自己評価を行った

ものを集計している。大規模な調査の分析結

果を公表したことによって、日本におけるＣ

ＳＲの現状と課題が浮かび上がっている。以

下では今後日本企業が社会的責任に取り組む

にあたって、特に重要と思われる点、またレ

ポートでは十分触れられていなかった点を８

点にまとめ確認しておこう。 

 

 ①ＣＳＲの意義： 今回アンケートに回答

しなかった企業の４割が、ＣＳＲは時期尚早

という理由を挙げている。会員企業は大規模



38 

企業ばかりではないが、しかし、大企業にと

ってステイクホルダーに対しアカウンタビリ

ティを果たすということは例外なく重要な課

題であり、その意味でＣＳＲは特別な課題で

はない。今後それぞれの企業が、どのように

ステイクホルダーとの関係を捉え直し、アカ

ウンタビリティを果たしていくか、ＣＳＲの

基本的な考え方を明示していくことが大切な

経営課題になってくる。 

 

 ②ＣＳＲ部署設置： ＣＳＲは部署横断的

な課題であり、統合的に管理していく必要性

があり、専門部署を設置する企業も増えてい

る。しかしトップのリーダーシップ、部署に

権限がなければ機能しないし、ＣＳＲは専門

部署の専任事項と理解されてしまっては全社

的に根付かないことになるので注意が必要で

ある。ＣＳＲはそれぞれの部署における問題

であると理解されなければ、また「体制づく

り」が自己目的化してしまっては、意味がな

い。経営者がＣＳＲを経営理念や戦略の中に

位置づけていく哲学を明確にし、実践に結び

つけていくことが大切だ、とレポートが指摘

するのはその通りである。 

 

 ③ＣＳＲ調達： 今後グローバル市場にお

いては、グリーン調達にとどまらず、より広

くソーシャルな部分を組み入れた調達基準が

求められるようになっていくであろう。ＣＳ

Ｒはサプライチェーンにおいて重要な課題に

なりつつあり、その管理体制の整備が求めら

れる。その際、中小下請け企業に対する支援

策を具体的に考えていくことも重要な課題と

なってくる。一方的に基準を示すのではなく、

ＣＳＲの達成について共に対策を考えていく

という取り組み体制が求められる。 

 

 ④海外事業所におけるＣＳＲの取り組み： 

急速に進むグローバルな事業展開を受けて、

進出国における事業活動についてもＣＳＲ対

策を考えていく必要がある。とくに環境、労

働、人権といった問題について、現地法人や

下請け企業・工場における管理、情報の把

握・開示が求められている。 

 

 ⑤異質性への対応： 調査結果にもあるよ

うに、女性、障害者、外国人など（人権問題

を含め）に対する取り組みが遅れている。こ

れらは単に意識の問題にとどまるものではな

く、根本的には柔軟で多様な働き方や採用・

評価におけるシステムの変更が求められる。 

 

 ⑥コーポレート･ガバナンスとの関係： 

ＣＳＲはコーポレート･ガバナンスと全く別

の課題ではない。株主を含むステイクホルダ

ーが企業にアカウンタビリティを問いかけて

いる状況の中、コーポレート･ガバナンスの

あり方についてより広い脈絡から捉え直して

いく必要が出ている。 

 

 ⑦ステイクホルダーとのコミュニケーション： 

各企業はステイクホルダーとのミーティング

を定期的に行うことが大事になってくる。相

互の主張を知るためにコミュニケーションを

図っていくことによって、ＣＳＲの課題も明

確になってくる。 

 

 ⑧ＣＳＲ報告書： 環境報告書を発行する

企業は増えてきたが、今後社会面を含めたサ

ステナビリティ報告書（あるいはＣＳＲ報告

書など）を通して企業活動を開示していくこ

とが求められる。社会面については、現在の

ところ社会貢献活動や従業員関係の制度を紹

介するにとどまっている企業が多いが、ＧＲ

Ｉなども参照しながら、その充実が望まれる。 

 

 最後にＩＳＯについてひと言。今後何らか

の形で新しい規格化がなされたとしても、次

のことを確認しておきたい。つまりＩＳＯを

取得することと、ＣＳＲへの取り組みを全社
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的に行うことはイコールではない、というこ

とである。それは ISO9000シリーズや14000

シリーズの場合と同じである。必要があれば

取ればいいのであり、ＩＳＯの取得自体が自

己目的化するようになってはならない、とレ

ポートが指摘することは正しい。ＣＳＲの議

論は、根本的には、個々の企業がステイクホ

ルダーとの関係性を問い直し、市場社会から

求められる企業像を探り、新しい企業のあり

方を考えていくことにつながらなければ意味

がない。規格化がなされようがなされまいが、

それぞれの領域でこういった作業を積み重ね

ていくことこそが大切なのである。 

 

 

 

（２）足達英一郎（日本総合研究所創発戦略センター上席主任研究員） 

 

専門は、ＣＳＲの視点からの企業評価、環境経済学など。ＳＲＩのための「ＣＳＲ経営動向調査」を実

施。著書に『企業のための環境問題』（共著、東洋経済新報社）など。経済同友会「市場の進化と21

世紀の企業」研究会（2001-2002年度）、社会的責任経営推進委員会（2003年度）の各ＷＧメンバー。 

 

 

■世界に例を見ない『企業自己評価基準』 

 

 欧州のＣＳＲ推進団体ＣＳＲヨーロッパが

2003 年 12 月 11 日 に 「 EUROPEAN DAY 

"Equipping Europe for CSR and Sustainable 
Development"」と題されたコンファレンスを

開催した。ＣＳＲヨーロッパの会員企業、政

府関係者（ＥＣ、英国、イタリアなど）、マ

ルチステークホルダー・フォーラムを構成す

る労働組合、ＣＳＯ（市民社会組織）、大学

関係者など約100人がブリュッセルに集まっ

た。 

 

 この会議の席で、「日本では、経済同友会

という経営者組織が社会的責任経営の実践を

促進するツールとして、経営者によるセルフ

チェックを主眼に置いた『企業評価基準』を

策定し、大企業を中心に200社を超える企業

が自らチェックを行っている」と紹介すると、

「是非、チェックシートを送って欲しい」と

いう声がいくつも寄せられた。 

 

 例えば、イタリア政府は第三者機関を作り、

自発的に参 加を表 明する企 業の Social  
Statement を認証する制度づくりを目指す

CSR-SC Project System の構築を進めており、

その Statement を構成する要素とすべき「企

業自己評価基準」を現在、作成しているので

参考にしたいとのことだった。 

 

 現在、欧州ではＣＳＲを域内に一層普及さ

せていくために「一定の制度化が必要だ」と

いう意見と「あくまで企業の自発性に委ねる

べきだ」というふたつの意見がぶつかり合っ

ている。しかし、概ね後者の立場に立つ企業

が共同で『評価基準』を作り、自分たちで利

用していこうという動きは残念ながら見当た

らない。その意味で、経済同友会「企業評価

基準」は世界的にも、先駆的取り組みとして

意義を持つものだろう。 

 

■日本の現状が的確に浮かび上がった 

 調査結果 

 

 その第１回調査結果が今回まとまった。こ

のなかで、まず目を引いたのは、「ＣＳＲ担
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当部署の設置」に関する設問の答えが、上場、

従業員数、売上高、外国人持株比率、海外売

上比率という企業特性の相違からいずれの場

合にも取り組みに違いがあるということが明

らかになった点である。言い換えれば、ＣＳ

Ｒという言葉は「国際化の進んだ、大企業」

から浸透しつつあるということを、結果は改

めて示している。 

 

 しかし、一方で興味深いのは、「市場」「理

念とリーダーシップ」「マネジメント体制」

という領域では、必ずしも「国際化の進んだ、

大企業」の取り組みが進んでいるという結果

にはなっていない。 

 

 さらに、「仕組み」に関する自己評価：上

位10を見てみると、「顧客の要望・苦情・意

見が、社長（担当役員）に届く仕組み」「経

営理念の明確化とその浸透努力」「社長が自

らの信念を従業員へ直接示すための取り組

み」「経営理念・行動規範等の作成・周知徹

底への社長の直接関与」「社長が現場の声や

実情を直接聴くための取り組み」などがあが

っている。 

 

 以上のことから、日本企業は「伝統的に企

業の公器性に関して敏感である」ものの、こ

の数年海外から巻き起こってきたＣＳＲとい

うコンセプトに内包される環境、人間、社会

などの項目における具体的事象については、

その取り組みが十分でなく、「国際化の進ん

だ、大企業」から、ようやく手がつけられ始

めていると総括できるのではないだろうか。 

 

 調査結果の、「仕組み」に関する自己評

価：下位10に「年金基金運用におけるＳＲ

Ｉ」「社会報告書の作成・公表」「ＮＧＯ（Ｎ

ＰＯ）との協働」「世界的諸課題の解決への

貢献」「ＣＳＲを考慮した調達基準の策定・

公表」など、例えば欧州のＣＳＲを巡る議論

において、ごく普通に出てくる項目が、わが

国企業において取り組みの進んでいない項目

として並んでいることに注目したい。 

 

 第15回企業白書には「日本の企業や社会の

持つ潜在的特質を考えれば、このＣＳＲを主

軸とした競争は、日本にとっては“勝てる可

能性のあるゲーム”となり得る」という記述

があるが、今回の調査結果を通じて、より正

確に記述するのであれば、「日本企業にとっ

てＣＳＲは潜在的素質からいえば“勝てる可

能性のあるゲーム”である」、「しかし、欧米

で作られた現在のルールのもとでは、ルール

ブックに初めて目を通す企業がほとんどで、

試合に出るためのトレーニングもまだほとん

ど積んでいない」という表現がむしろ妥当だ

ろう。 

 

■日本企業にとってのＣＳＲ重視の必要性 

 

 もっとも、企業にとってのＣＳＲがその外

部環境に大いに影響されることはいうまでも

ない。「取り組みの進んでいない項目」の背

景には、そうした動きを企業に要請するステ

ークホルダーの力が国内では弱いということ

の裏返しということでもある。ステークホル

ダーのプレッシャーが弱い限りは、企業の自

発的な取り組みのインセンティブすら働かな

い。「ＣＳＲは海外のコンセプトを輸入して

いるだけ。一過性の言葉のブームに終わる」

とする批判も、現段階を見る限りあながち的

外れではない。 

 

 それでも今後、日本企業はより一層、ＣＳ

Ｒを重視していかなければならない。その理

由をここでは３つ挙げることとしたい。 

 

 第一は、失われた10年といわれたあいだで

さえ、日本経済の海外との関係は確実に強ま

っており、今後もその趨勢は変わらないこと
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に改めて注意を払いたい。全国の証券取引所

の数字を合計した投資部門別株式保有比率の

推移を見ると1992年の6.3％から2002年の

17.7％と外国人の持ち株比率は10％以上も上

昇している。経済産業省「我が国企業の海外

事業活動」によれば、日本企業の全売上高に

占める海外売上高の割合（[海外売上高／国

内本社売上高＋海外売上高]×100）は、1991

年の19.6％から2000年には30.1％と、これも

10％以上も上昇している。わが国製造業の国

内就業者数と日系企業の海外従業員数との比

率の推移も1991年の10.2％から2000年には

19.5％と上昇している。これらの事実は、日

本企業が海外の目から見ても「責任ある企

業」として認知される必要が嫌がおうにも高

まっていくことを意味している。今回の調査

結果において、「ＩＲ」「株主総会」「ＣＳＲ

調達基準」「女性の活躍」「外国人の活躍」

「政治との関係」「世界的諸課題の解決への

貢献」「ステークホルダーとの対話」といっ

た項目で取り組みが総じて遅れている点が明

らかになったが、これらは日本企業が欧米の

ベストプラクティスを参考に、早急にキャッ

チアップを図るべき領域であろう。 

 

 第二は、日本国内に限っても、社会問題の

深刻化・複雑化が進んでいることに目を向け

たい。1998年以来５年連続で３万人を超す自

殺者、犯罪の急増（刑法犯認知件数は昭和期

の約２倍、検挙率は戦後最低）、ホームレス

人口の増大など、社会問題が深刻化している

ことを示すニュースは枚挙にいとまがない。

戦後最悪の雇用情勢と所得低迷の中で、貧困

者の増加もめだっている。2002年度の生活保

護受給世帯は87万世帯となり、過去最多記録

を更新した。受給人員にすれば124万人にも

達し、いまや国民の100人に１人が生活保護

を受けている状態である。 

 

 昨年９月に発表された「消費生活に関する

パネル調査」で、世帯間の所得格差が1990年

代後半以降拡大し、所得階層の固定化も進ん

でいることが明らかになった。高所得階層と

中所得階層の所得比は、94年の1.71から96年

に1.62へ縮小したが、その後は上昇傾向が続

き、2002年には1.76へ拡大した。中所得階層

と低所得階層の所得比も、94年の1.65から02

年に1.75へ拡大している。近年論議となって

いる日本社会の不平等化の進行が裏付けられ

たかたちである。 

 

 「将来に対する大きな不安」の存在は、

人々の流動性選好を強め、企業が新製品や新

産業の創造に必死に努力したとしても、経済

活動の活性化を阻害することになる。「将来

に対する大きな不安」の解消は、もともと政

治や政府セクターの役割であるといえるが、

その発揮を望めない以上、企業が社会問題の

是正に積極的にコミットしていく姿勢を強化

していくしかない。 

 

 そして三番目に、10～20年というオーダー

で見るならば、わが国においてもステークホ

ルダーの発言力というものは、確実に強まっ

てくるであろう。企業批判のウェブサイトを

立ち上げる消費者、モノをいう株主、ＣＳＲ

の観点から就職活動を行う学生、企業に共同

プロジェクトを働きかけるＮＧＯなど、国内

でもその萌芽は見られる。20年先には、現在

の欧米企業と同様のステークホルダーからの

プレッシャーを受け、日本企業も存在するこ

とになるだろう。そうした状況下での優勝劣

敗は、その時点での取り組みの多寡で決まる

ものではない。まさに、ＣＳＲが「目に見え

ない企業資産」を作るといわれているように、

その時点までの取り組みの蓄積が決め手とな

るのである。こうした意味でも、日本企業は

今後ともＣＳＲを重視していかなければなら

ないのである。 
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■自己満足を排し、キャッチアップの 

 手がかりに 

 

 今回の経済同友会『企業評価基準』第１回

調査結果の読み方には、ふたつの異なったス

タンスがあるかもしれない。ひとつは、「日

本企業も押しなべて、いろいろなことに取り

組んでいるではないか。そのことが明らかに

なってよかった」というスタンスである。し

かし、「ＣＳＲを果たしていくことについて、

日本企業は潜在的に対応する素質を有してい

るということが分かった」で満足してしまっ

てはいけない。 

 

 勿論、「日本が有利になるゲームとなるよ

う、海外に対してルールブックの改訂を主張

していくこと」も重要である。そのうえで、

早急にキャッチアップを図るべき領域におい

て、日本企業が積極的に手を打っていくこと

こそが求められているのである。 

 

 

 

（３）秋山 をね（インテグレックス代表取締役） 

 

日本における社会的責任投資（ＳＲＩ）普及・定着を目的に2001年にインテグレックス社を設立し、代

表取締役に就任。「企業の誠実さ･透明性(社会性･倫理性)調査」、不正通報受信窓口業務などの

事業を実施。著書に『社会的責任投資とは何か』（生産性出版）など。 

 

 

■ＣＳＲの基本は 

 企業のインテグリティ（誠実さ） 

 

 この度経済同友会がまとめられた企業の社

会的責任（ＣＳＲ）に関する「企業自己評価

レポート2003」をレビューし、日本企業の取

り組みの現状や今後の課題についてコメント

させていただく前に、まず、「社会的責任経

営」の実践を促進するツールとしての「企業

評価基準」の提唱、それを用いた調査の実施

および「企業自己評価レポート」の作成・発

表という一連の取り組みは、日本企業の競争

力強化と、より安全で公正な日本社会の建設

という意味において大変素晴らしいことであ

ると述べさせていただきたく思います。 

 

 現在、ＣＳＲに関するさまざまな議論が展

開されていますが、レポートの総論にあるよ

うに、各企業のＣＳＲはそれぞれが独自の理

念や戦略によって考え、取り組むべきもので

あり、また、ＣＳＲの重要性は企業の持続可

能性の向上にあるという観点は非常に重要だ

と考えます。 

 

 私どもインテグレックスでは、麗澤大学高

教授を中心として開発された ECS2000（倫理

法令遵守マネジメント･システム規格）およ

び R-BEC001（社会責任投資基準）に基づき、

プロセスを重視したＣＳＲの評価を行なって

おり、企業が成果を問われることになるそも

そもの目標については、各企業が掲げる理念

およびそれぞれが置かれた状況により企業自

身が決めれば良いと考えています。したがっ

て、今回の「自己評価」では、ＣＳＲのため

の「仕組み」と「成果」の両方を評価するか

たちになっていますが、このレビューでは、

「ＣＳＲをより高いレベルで果たし続けるた

めの哲学と仕組み」である「Ⅱ：コーポレー

ト･ガバナンス」に焦点を当てたいと考えま

す。特に、企業がＣＳＲを実践するために必
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要と考えられる「経営トップのインテグリテ

ィ」「組織のインテグリティ」「働く人のイン

テグリティ」という図１にある３つのフェー

ズのうち、経営トップのインテグリティ（フ

ェーズⅠ）に的を絞ってコメントさせていた

だきたいと思います。 

 

 経済同友会が提唱する自己評価のための

「企業評価基準」は、経営者によるセルフチ

ェックに主眼を置いたものであり、経営者の

立場から企業の持続的な発展を考えるととも

に、より良い社会の実現をめざすという「経

営者の視点」を重視しています。したがって、

経営トップのコミットメントに焦点を当てる

ことには大いに意味があると考えます。 

 

■経営トップのインテグリティ（経営 

 トップのコミットメント）について 

 

 まず、回答数（回答社数229社、回答率

26.1％）をどう見るかですが、評価項目が全

110項目と多岐にわたり、具体的数値や取り

組みを記入するものや経営トップの最終判断

が必要とされる目標設定があるなど、回答に

大変な労力を要する「自己評価」であるのは

確かだと思います。したがって、回答した企

業は、それだけでＣＳＲに対する意識が高く、

努力している企業だと言えるでしょう。しか

し、企業の理念･使命を実現化することこそ

がＣＳＲの根本であり、それには経営者のコ

ミットメントと透明性が欠かせないことを考

えれば、回答率を見る限りにおいては、経営

者の意識は、一般的にまだ低いと言わざるを

得ないでしょう。 

 

 「経営理念の明確化と浸透(Ⅱ-1-1)」に関

しては、経営理念を明文化している企業が

95.6％、さらに経営理念の社内への浸透努力

も十分であると考えている企業が54.1％に達

しています。また、上場の有無や従業員規模

などによる差がほとんど見られず、回答企業

全体の意識の高さが伺えます。一方、「経営

CSRCSR実践の実践のポイントポイント

　フェーズⅠ　フェーズⅠ　　トップの意識トップの意識

フェーズⅡフェーズⅡ　　組織体制組織体制

フェーズⅢフェーズⅢ　　企業風土企業風土

トップのインテグリティトップのインテグリティ

組織のインテグリティ組織のインテグリティ

働く人のインテグリティ働く人のインテグリティ

・ 企業理念の見直し、徹底
・ 効率と牽制に裏打ちされた

コーポレートガバナンスの構築
・ 社会・社内へのコミットメント
・ アカウンタビリティ
・ 経営層によるチェック

・ 行動規範の見直し、周知
・ 組織体制の整備
　　 内部監査
　　 人事評価
　　 情報管理
　　 緊急事態対応
　　 グループ・海外への拡大

　　　　　　　ポイント

CSRの取組みは経営者の腹ひとつ

　　　　　 ポイント

理念を実現化する仕組みづくり

　　　　　　　 ポイント

　 ジレンマのない本音の職場づくり

　　　・全員参加
　　　・ 個人の尊重
　　　・ モチベーションの向上
　　　・社会の目、客観性
　　　・ステークホルダーの参加
　　　・第三者機関の利用
　　　・サプライチェーンへの拡大

Cop yri ght© 2004  Int eg rex Inc. All rig hts reserved.

参考図1
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理念の浸透度合(Ⅱ-1-3)」の把握に関しては

評価が下がり、29.3％が浸透度合を把握して

いないとの結果になっています。いくら経営

者が浸透のための努力をしているつもりでも、

浸透度合を把握しなければ、単にトップが言

っているだけということになりかねません。

「浸透努力が十分（54.1％）」と「価値観の

共有が十分（25.8％）」との回答に乖離が見

られることからも、浸透努力と同時に浸透度

合をチェックすることが今後の課題と言える

でしょう。たとえば役員社員全員への意識調

査等のモニタリングにより、価値観の浸透を

妨げる要因や現場がかかえるジレンマやリス

クを洗い出すことが有効だと考えられます。 

 

 「社長の直接関与(Ⅱ-1-4)」については、

ほとんどすべての社長（96.1％）が経営理念

や企業行動規範の策定、周知徹底のプロセス

に対して、結果の報告を受けるだけでなく、

自らが直接そのプロセスに関与していると回

答し、かつ全体の37.6％が成果を十分あげて

いると考えています。しかし、「取り組み全

体の見直し」を経営トップが主導して行って

いるかどうかは不明です。トップが言ったこ

とが実際に現場で実行されているか確認して

いない、問題点が上がって来ない、という現

実があるかもしれません。見直しまで経営者

が主となって指揮しなければ、本当の意味で

トップのコミットメントがあるとは言えない

でしょう。 

 

 「ステークホルダーの明確化(Ⅱ-1-2)」に

ついては、ステークホルダーを明確に特定し

ている企業が87.3％、また、全体の42.8％の

企業が、特定するだけでなく実際の経営にお

いてもステークホルダーを十分考慮している

と回答していることは評価できます。ここで

はステークホルダー間の優先順位については

訊いていませんが、企業が緊急事態に直面し

経営者が素早い判断を下さなければならない

時、特に、ステークホルダー間の利害が対立

している場合に、企業として軸のぶれない対

応をするためには、ステークホルダーを特定

するだけでなく、今後、優先順位付けを行う

ことが重要だと考えられます。 

 

 社長の後継者を客観的に選出する仕組みや

社長を客観的に評価する仕組みについては、

いずれも低い評価になっています。「社長の

選任(Ⅱ-2-5)」では、次期社長候補者の選考

に際して、現社長（および社長経験者）以外

が関与する仕組みがある企業が35.8％、ない

企業が51.1％。また、「社長の評価･解任(Ⅱ-

2-6)」について、社長経験者以外に、現社長

の業績を評価し、場合によっては解任できる

仕組みがある企業が41.1％、ない企業が

48.0％と、いずれも「ない」が「ある」を上

回っています。また、このような仕組みに関

しては、上場の有無や従業員規模による差は

ほとんど見られません。「社長の報酬額決定

(Ⅱ-2-7)」については、社長の報酬額を決定

するにあたり、本人および社長経験者以外の

意見を反映させる仕組みがある企業が51.5％、

ない企業が37.6％と評価が多少高くなってい

ます。昨今の報酬委員会設置等の動きを反映

していると言えるかもしれません。いずれに

しても、社長の選任・評価に関する項目は、

他の項目に比べると全体として評価が低い結

果になっています。企業理念を実現するため

には、経営者の高いコミットメントと共に、

効率と牽制に支えられたコーポレート･ガバ

ナンスが必須です。かたちを整えるだけのガ

バナンスではなく、それぞれの企業文化にあ

った実効性のあるシステムを機能させるため

に、経営者の選任、評価に関する客観的な基

準や透明性が必要であり、これは、日本企業

にとっての今後の大きな課題と言えるでしょ

う。 

 

 以上の「経営トップのコミットメント」に
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関してまとめますと、 

 

  ① ＣＳＲに対する経営者の全体的な 

    意識はまだ低い 

  ② 経営理念の浸透や取り組みの状況に 

    対するモニタリングが必要 

  ③ 経営者主導による取り組み全体の 

    見直しが課題 

  ④ ステークホルダーの特定だけでなく、 

    いざという時のための優先順位付け 

    が必要 

  ⑤ 社長の選任、評価に関する客観的な 

    基準や透明性の確保が今後の課題 

 

といったことが言えるかと思います。 

 

■ＣＳＲは経営者の腹ひとつ 

 

 上記ポイントの①にも関係しますが、今回

の自己評価への未回答企業中36％が、回答し

ない理由としてＣＳＲを「時期尚早」と考え

ていることを挙げています。これには、ＣＳ

Ｒの捉え方、取り組みの考え方に大きな誤解

があるのではないかと感じずにはいられませ

ん。社会との関係を否定あるいは無視した企

業理念を掲げている企業はないはずです。ビ

ジネスを通じて人々の生活を豊かにする、社

会の発展に貢献する、などという企業の理念

そのものの実現化こそがＣＳＲの根本、ＣＳ

Ｒそのものであるわけです。ＣＳＲの取り組

みとは、自らの理念の実現に向けた、経営ト

ップ、組織、働く人のインテグリティ（誠実

さ）の向上にほかならないと考えています。 

 

 今回の自己評価レポートに関するプレス・

リリースにもあるように、「ＣＳＲは法令遵

守など必要最低限の取り組み以外については、

各社独自の理念や戦略に基づいて自主的に行

なうことに意味があり、それが企業の競争力

にもつながる」わけです。経営トップがコミ

ットして、企業が拠って立つ理念という原点

に立ちかえり、理念を実現するためのさまざ

まな具体的な目標に向かって進めるような体

制をつくることこそが、ＣＳＲの基礎として

必要なことではないかと思います。 

 

 最後に日本企業の経営トップに申し上げた

いことは、是非、企業の原点である「企業理

念」に立ち戻って（必要であれば見直しを行

なって）いただきたいということです。ＣＳ

Ｒとは、まさに企業理念を実現化するための

取り組みであり、その意味で、すべての企業

が、意識するしないにかかわらずＣＳＲへの

取り組みを行っているはずです。今後は、自

らの理念を実現するための体制をつくり、誠

実に基本を実践する企業こそ社会から評価さ

れるでしょう。ＣＳＲへの誠実な取り組みの

強化が企業の競争力と持続的な成長につなが

っていくのだと考えます。 
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（４）佐久間京子（エティベル・グループ・アジア太平洋事業代表） 

 

ＳＲＩアナリスト。ＳＲＩに関する調査・評価・アドバイスを行う非営利組織「エティベル・グループ」（在ブ

リュッセル）でアジア地域における企業調査などを担当。2003年にＳＲＩ向け調査・分析、コンサルテ

ィングを行うサステナビリティ・アナリシス・アンド・コンサルティング社を設立し、代表取締役に就任。 

 

 

■日本企業のＣＳＲへの取り組み 

 

 この程発表なされた企業自己評価レポート

は、日本を代表する企業の意識や現状を把握

するツールとして大変興味深く拝見させてい

ただきました。 

 まず第一印象を申し上げますと、回答がな

かった企業のうちの36％が「当社にとってＣ

ＳＲ問題は時期尚早である」、更に24％が

「データの収集対応体制」との理由を挙げて

いることが残念でした。この60％という数字

が示すように、ＣＳＲとは企業が新しく着手

するもの、またＣＳＲ評価は多岐にわたる質

問項目への回答の有無に左右されるといった

誤解をしている企業が多いことが解りました。 

 

 自分も含めＳＲＩ調査会社が多岐にわたる

質問を企業に送付してきたことにも原因があ

り反省をしておりますが、ＣＳＲとは決して

新たな課題でも企業データを提出することで

もなく、企業活動そのものです。市場、競争

環境や法的環境の変化のなかで、経営者が企

業資産・資源をどのように活性化して社会的

信頼を維持してきたか、更には社会的信頼を

大前提にどのような戦略を立てるのかを問う

ものです。  

 

 今回の調査結果は、特に大企業においてＣ

ＳＲ体制作りが進んでいることが把握され、

特に環境保全においての取り組みは大変評価

できる点です。しかし、経済同友会も指摘し

ておられるように、体制の整備や国際規格に

リストされる項目への適合が目的化して、経

営陣の意向が現場の従業員に理解されないこ

とから生まれる経営理念と実際の行動のギャ

ップの拡大、更にはグローバル・レポーティ

ング・イニシアティブ（ＧＲＩ)に含まれる

項目以外での自社の社会的インパクトの把握

が置き去りにされる危険も感じます。 

 

 ＣＳＲが基準として議論される最大の弊害

は、手段である「一定基準への遵守＝コンプ

ライアンス」に焦点が向けられていることで

す。例えば、これまで調査した企業のほとん

どがビジネス倫理委員会やコンプライアンス

委員会を新たに設置し、法務部の役割を強化

していますが、現場の従業員の立場を反映し

て運営されているところは少ないのが現状で

す。行動規定マニュアルを配布し、それに遵

守するように周知するところが多いようです

が、同時に透明性を欠く職務評価・給与制度

や、顧客獲得数のノルマが導入された場合は

どうでしょうか。また、早期退職等で職場の

マンパワーが減った分を残った従業員がカバ

ーしている場合はどうでしょうか。コンプラ

イアンスの制度の有無よりも、現場の従業員

の職場環境や労働条件を整備し、経営陣と従

業員の間の意思疎通をよくしていくほうが、

本来の目的である「社会的信頼を維持する」

により近づけるのではないでしょうか。  

 

■社会の期待とともに進化するＣＳＲ 

 

 社会問題や市民の関心そして各種法令は、

時代や市場からの圧力ともに変化してきまし

た。したがって、調査項目も変化していかな
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ければならないし、更には評価基準もこれら

社会・市場の期待の変化に応じ進化していか

なければならないと思います。実際、「日本

的」といわれている多くの慣行は日本人の民

族性とは関係なく、むしろ戦後日本の経済成

長をリードした組織が作り上げてきた時代に

適合した制度であったと見ることができます。  

 

 かつて日本的経営が国内外からベスト・プ

ラクティスとして注目を浴びていた時代にあ

っては、従業員の利害と投資家の利害のバラ

ンスを保った長期的成長や、メインバンクや

総合商社に依存したリスク管理が普遍的なモ

デルとして考えられていたように見受けます。 

 

 しかし、バブル崩壊後、グローバル化が進

むにつれて、日本企業の雇用関係やリスク管

理、企業統治の範囲も転換期を迎えています。

派遣労働やパートタイム労働者、フリーター

やアルバイト、外国人労働の増加に加え、途

中入社による雇用形態の多様化が進む一方、

多くの企業が非連結子会社や下請け業者への

作業工程外注や海外生産への切り替えをして

います。ところが、これらの企業の事業戦略

や人事政策は新たな職場差別、人手不足や過

度の疲労による品質への影響、国際化した資

材調達による管理問題といった新たな経営課

題を生み出しています。また、かつて日本的

経営には課題にされなかった女性のキャリア

や家庭と仕事の両立という課題も今日では重

要視されています。まさに、「日本的なＣＳ

Ｒ経営」も進化を求められているということ

だと思います。 

 

 ただし、日本企業を一括して判断すること

は大変危険なことだと思います。企業の規模、

活動地域、業種、株主構成、経営者のリーダ

ーシップ等によってステイクホルダーも持続

可能な経営課題もまったく異なります。最も

重要なのは、各企業がＣＳＲを語る際に、自

社事業の何がどのように社会にインパクトを

与えているかを社内的に議論しているかどう

かです。 

 

 ＣＳＲが企業戦略や経営の姿勢そのもので

あるという認識が広まるうちに、ＧＲＩや類

似の指標をツールにしたマネジメント規格が

果たしてＣＳＲの本質を高めていくのかにつ

いて更に議論がされていくことを期待してい

ます。 

 

■ＣＳＲ調査・評価基準の発展に向けて 

 

 最後に、今後の企業評価基準の発展に向け

て皆様と共有させていただきたいメッセージ

が２つあります。１つ目は、企業がＣＳＲを

考えていく上で企業人としてだけではなく、

消費者、地域住民、従業員といった生活者の

立場からその企業戦略を見直していっていた

だきたい。こういった多様な視点を持つこと

で、自然と各種ステイクホルダーとの間にあ

る認識ギャップが縮まり、結果として衝突や

訴訟を回避し信頼度を高めることにつながり

ます。 

 

 例えばエンプロイアビリティですが、従業

員の能力という日本語訳の是非はともかくと

して、本来の目的は生涯教育等を通じて従業

員のスキルレベルを経営のニーズに適合させ、

結果として従業員の定着を促すことです。エ

ンプロイアビリティを一方通行に導入しても、

どのようなスキルが必要でそれをどのように

評価していくのかという明確な責任範囲と人

事考査基準がなければ、いくら研修時間や費

用を費やしても企業価値を生む投資とはなり

にくいでしょう。したがって、研修プログラ

ムを拡充・充実させることが果たして従業員

のエンプロイアビリティにつながっているの

かどうか、社内での一層の議論が必要だと思

います。 
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 ＮＧＯ（ＮＰＯ）との協動についても同様

です。自社事業の社会的インパクトとあまり

関連のない団体組織とのパートナーシップを

報告されている企業が多く目に留まります。

地域社会への貢献において誰が自社のステイ

クホルダーなのかを識別することも企業戦略

です。そのステイクホルダーの信頼度を高め

ていくことがどのように地域社会への貢献に

なり、またそれがどのように企業の付加価値

を高めるものなのかを社内で納得しない限り

は、ＳＲＩ投資家の目には評価されにくいで

しょう。 

 

 企業ができる社会的責任も、あくまで持続

可能な社会作りのための一つの歯車でしかあ

りません。しかし、企業が従業員に生活者と

しての視点を持てる職場環境を提供し、ステ

イクホルダーと対話を持つうちに、企業だけ、

あるいは自治体や政府、従業員、ＮＧＯだけ

で解決の糸口が見えなかった問題も、知恵を

絞り出すプロセスの中で事業戦略として見え

てくるのかもしれません。 

 

 ２つ目のメッセージは質問設定の仕方につ

いてです。私は国内外で「同じ企業行動につ

いて調査する場合でも、状況に合わせて質問

設定を変えなければ求めている回答は得られ

ない」とよく申しております。これは言い換

えれば、たとえ企業データや情報の信頼度

（Reliability）が確保されていても、調査目

的を満たす指標としての有効性（Validity）が

なければ、潜在的な企業価値を分析する投資

の材料として不適切であるということです。 

 

 欧米のＳＲＩ調査機関も、最近では国や地

域の法令枠組み、組織的特長、ビジネス慣行

に適合した質問をするようにはなってきてい

ますが、それ以上に企業の従業員一人一人が

どのように経営理念や価値観に共感し、日常

の業務や社内文化を通じてその企業の社会的

インパクトとどのように向き合っているのか

を把握できる査定システムの重要性を感じま

す。 

 

 今日、各種報告書を発行する多くの企業が

安全衛生、従業員への処遇、顧客満足、地域

社会への貢献等分野での取り組みを断片的に

報告しています。勿論、各分野での取り組み

はそれなりに評価されるべきですが、実際は

これらを報告するにいたった経緯、同分野間

の関連性、その達成状況を示す指標の選択に

社内従業員やステイクホルダーの納得を得ら

れているかどうかといった点が、企業の持続

可能経営度を示すのではないでしょうか。そ

の意味でアンケート調査や環境報告書に頼る

調査・評価体制にも限界が来ているような気

がします。 

 

 今日、企業と社会との役割分担が変わろう

とする中、経済同友会が評価基準の開発・発

展にリードを取られるのは大変意義の大きい

ことだと思います。今後も日本社会が直面す

る新たな課題を調査項目に採用することで企

業のＣＳＲの戦略化を促し、生活者の視点を

取り入れた評価基準の開発を通じて日本社会

を成熟した市民社会に導いて行かれることを

期待しております。 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第３３部部（（デデーータタ））  

自自己己評評価価のの集集計計結結果果  
 

 

 

 

 


